
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項
１　事業の概要 特別会計名：串間市水道事業会計

注１　「特別会計名」欄には、「実施要綱」の２において、補償金免除繰上償還の対象とされた公営企業債のうち、繰上償還を希望する公営企業
　　債に係る事業の属する特別会計の名称を記入すること。
　２　「事業開始年月日」欄は、「地方公営企業決算状況調査」における「施設及び業務概況に関する調」中の「事業開始年月日」又は「供用開
　　始年月日」（工業用水道事業にあっては「供給開始（予定）年月日」）を記入すること。なお、一の特別会計において複数の事業を行ってい
　　る場合には、当該年月日が最も早い（古い）ものに係る年月日を記入すること。
　３　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組合
　　等の名称を記入し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。
　４　「職員数」欄には、平成22年4月1日における常時雇用職員数について記入すること。なお、当該職員数については、「地方公営企業決算状
　　況調査」における「施設及び業務概況に関する調」中の「職員数」の範囲と同一（ただし、集計時点・集計単位は異なる。）のものであるこ
　　と。また、複数事業にまたがって勤務している職員がいる場合は、当該職員の所掌事務、給与の負担状況等により区分して記入すること。
　５　「健全化判断比率の状況」欄については、繰上償還を実施しようとする年度において当該団体の健全化判断比率又は当該公営企業の資金不
　　足比率が財政再生基準、早期健全化基準又は経営健全化基準以上である場合、該当するものをチェックすること。その場合には、財政再生計
　　画、財政健全化計画又は経営健全化計画の計画期間を併せて記入すること（複数の項目に該当する場合は、該当する項目全てをチェックし、
　　策定している全ての計画の計画期間を記入すること 。）。　

２　財政指標等

財政力指数

資金不足比率（健全化法）（％） 財政力指数（臨財債振替前）

経常収支比率  （％） 実質公債費比率　 （％）

将来負担比率　   （％）

注１　資本費については、平成20年度又は平成21年度の数値を記入することとし、財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率及び将来負担比率
　　については、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記入すること。
　　　この場合、財政力指数及び実質公債費比率については、平成21年度又は平成22年度の数値を、経常収支比率及び将来負担比率については、
　　平成20年度又は平成21年度の数値をそれぞれ記入することとし、これら以外の数値については、直近の地方財政状況調査及び公営企業決算状
　　況調査の報告（又は報告を予定している）数値を記入すること。
　　　なお、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率及び将来負担比率については、
　　その構成団体の各数値を加重平均したものを記入すること（ただし、一部事務組合等の構成団体に財政力指数1.0以上の団体がある場合には、
　　構成団体の中で最も低い財政力指数の団体の数値を記入すること。）。
　　　また、一部事務組合等に係る将来負担比率については、各構成団体の将来負担比率を各構成団体の団体区分ごとに別表１の基準１で除し、
　　それにより得た数値を将来負担比率算出における分母の額に応じて加重平均したものを記入すること。　
　２　財政指標については、条件該当年度を（　）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相互間で年度（地方財
　　政状況調査等における年度）を混在して使用することがないよう留意すること。
　３　財政力指数（臨財債振替前）については、財政力指数が１．０以上の団体で、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額を用いて算出した場
　　合の財政力指数が１．０を下回る場合についてのみ記入すること。この場合には、補足様式１を作成し添付すること。なお、一部事務組合等
　　については本欄の記入は不要であること。
　４　「資金不足比率(健全化法)」欄には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条の規定に基づいて算出した率が経営健全化基準以上
　　である場合に、当該率を記入すること。
　５　注１に関連して、一部事務組合等については、補足様式２を作成し添付すること。

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

事　　業　　名

職員数  (H22. 4. 1現在)

資本費

串間市

末端給水事業（上水道事業）

事業開始年月日

91円（H21年度）

構成団体名

昭和35年7月1日 地方公営企業法の適用・非適用

区　　分 内　　　容

13.5（H22年度）

別添２

71.0（H21年度）

93.9（H21年度）

0.271（H21年度）

－（H21年度）

6

－（H21年度）

☑適　用　 □非適用

　水道事業は、独立採算性を基本にその経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進する
よう経営を行うことが求められている。
　本市の水道事業経営は、給水人口の減少や節水機器の普及、景気低迷による企業の節水努
力などにより水需要が減少する一方で、今後、老朽化した施設の更新期を迎え設備投資コス
トの増大が見込まれており、水道を取り巻く経営環境は、益々厳しさを増すことが考えられ
る。
　このため、水道事業の中期的な経営状況を見通した上で、職員の意識改革や経営の合理
化・効率化を行い、ライフラインを守る企業として継続的に強固な財政基盤を築くことで経
営の健全化を図ることを目的とする。

・平成22年12月定例市議会説明
・串間市公式ＨＰ（水道課）

「串間市水道ビジョン(H22.3策定)」
「串間市自立推進行政改革プラン実施計画書(H22～H24)」

平成22年度～平成26年度

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　☑　該当なし

団　　体　　名

□財政再生基準以上　　□早期健全化基準以上　　□経営健全化基準以上

　計画期間：
健全化判断比率の状況

既存計画との関係

公 表 の 方 法 等

計 画 策 定 責 任 者

基 本 方 針

串間市水道事業経営健全化計画

串間市長　野 辺 修 光
計 画 期 間
計 画 名

フォローアップ用 



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注１　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基
　　準日の金利動向に応じて算出された予定額であり､各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上､
　　確認した補償金免除(見込)額を記入すること。
　２　各欄の数値は小数点第２位を切り上げて、小数点第１位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合
　　があること (なお、小数点第２位が０であるが、小数点第３位に数値がある場合は同様に切り上げること。）。

６　平成２２年度以降における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【旧公営企業金融公庫資金】

注１　地方公共団体が経営する当該事業に要する経費の財源として起債した公営企業債の平成22年度末以降における年利５％以上の地方債現在
　　高について、旧資金運用部、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金の別、年利別に記入すること。
　２　地方債計画の区分ごとに記入し、必要に応じて行を追加すること。
　３　本表に記入する公営企業債には、当該地方公共団体の一般会計が管理するもの（一般会計出資債、補助金債のほか、一般行政病院等に係
　　る病院事業債、過疎代行事業による下水道事業債で事業経営の実態がなく一般会計が残債を管理しているもの、起債時には事業が存在して
　　いたが、その後の事業廃止等により現在は一般会計が残債を管理しているもの等）も含むが、その場合には、それらを「※上記のうち一般
　　会計負担分」に再掲すること。
　４　「※上記のうち一般会計負担分」には、上記注３のとおり、公営企業債のうち一般会計において残債の管理をしているものについて再掲
　　するものであり、公営企業会計が管理する残債に係る元利償還に対する一般会計繰出金を記入するものではない。

0.0 0.0

17,714.9 1,241.0

17,714.9 1,241.0

事業債名
年利5%以上5.5%未満

(平成24年度9月期残高）
年利5.5%以上6%未満

(平成23年度9月期残高）
うち年利7%以上

17,714.9 1,241.0

0.0

19,238.0

0 0

0 0

事業債名
年利5%以上6%未満

(平成24年度末残高）
年利6%以上6.5%未満
(平成23年度末残高）

合　　計

合　　計
うち年利7%以上

0.0

118,710.5 16,997.5

事業債名
年利5%以上6%未満

(平成24年度末残高）
年利6%以上6.3%未満
(平成23年度末残高）

うち年利7%以上

118,710.5 16,997.5128,177.0水道事業債

年利6.3%以上
(平成22年度末残高）

公営企業で負担するもの (A)-(B) 19,238.0 0.0 36,952.9

合　　　計　　　　 (B) 0.0 0.00.0

※
上
記
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ち
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般
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(

再
掲

)
0

合　　　計　　　　 (A) 19,238.0 36,952.9

公
営
企
業
債

水道事業債 0.0 36,952.9

(単位：千円)
年利6%以上

(平成22年度末残高） 合　　計

118,710.5 16,997.5

28,007.9 2,612.3

- -

17,714.9旧公営企業金融公庫資金 繰上償還希望額 - - 17,714.91,241.0

- 12,268.4

-

(単位：千円)

168,082.6

40,276.3

-

合　　計

公営企業で負担するもの (A)-(B) 128,177.0 49,372.2

合　　　計　　　　 (B)

旧 資 金 運 用 部 資 金
- 49,372.2繰上償還希望額

旧簡易生命保険資金 繰上償還希望額

0

0.0

296,259.5

0合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

(単位：千円)

合　　　計　　　　 (A)

公
営
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債

00
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0.0
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0 0
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(単位：千円)
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0
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区　　　分

旧運用部：年利5%以上
　　　　　6%未満
旧簡保　：年利5%以上
          6%未満
旧公庫　：年利5%以上
　　　　　5.5%未満

旧運用部：年利6%以上
　　　　　6.3%未満
旧簡保　：年利6%以上
          6.5%未満
旧公庫　：年利5.5%以上
　　　　　6%未満

旧運用部：年利6.3%以上
旧簡保　：年利6.5%以上
旧公庫　：年利6%以上

うち年利7%以上



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 有収水量の減少と料金水準の適正化

課 題 ② 計画的な設備更新と経常収支の改善。

課 題 ③ 維持管理費等サービス供給コストの節減合理化

課 題 ④ 情報公開の促進

課 題 ⑤

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記入すること。また、経営指標等につ
　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記入する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記
　　入すること。
　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容
本市の水道事業は、昭和35年に供用開始し、今年で50年目を迎える。昨今の少子高齢化と過疎化に
よる人口減少や経済不況の煽りを受けた大口需要者の節水意識の高揚、技術発展による節水機器の
普及が水道事業の経営に与える影響は大きく、給水人口と水需要は年々減少しており、今後の伸びも
期待できない状況である。
また、水道施設においては、３系統(西区、白坂、揚原浄水場)からなっており、いずれも井戸から伏流
水の取水で賄っている状況である。この３系統においては、近年、地球温暖化の影響とみられる集中豪
雨により原水の濁りが頻繁に発生するようになり、平成18年には断水となる事態も生じたところである。
このため、平成19年度から高度浄水(膜ろ過)施設整備事業を実施し、平成22年度から西区浄水場が供
用開始、平成25年度から東区(白坂、揚原を統合)浄水場が供用開始する予定である。
一方で、平成19年１月から水道課窓口業務の民間委託化により職員を減員し、平成20年４月には平
均10.7％値上げの料金改定、平成21年４月には若年職員の配置など、将来水需要の減少や建設資金
の確保の観点から経営健全化に向けて取組んできたところである。
以上のような背景の下、平成21年度の当年度純利益は14,922千円で累積欠損金は148千円となって
いる。その経営成績及び財政状態を経営指標で分析すると、収益力を表す総資本経常利益率は0.42％
で類似団体(平均0.62％)と比較すると低くなっているが、短期債務に対する資金の安全性を示す当座比
率は1700％で類似団体(平均963.9％)と比較しても高く、仮に１年以内に返済する元利償還金を負債計
上しても173％と100％を超え、短期的な資金負担については問題ない。しかし、今後は、収益の減少と
西区浄水場の完成による減価償却費の増、東区浄水場整備や将来の簡易水道統合などにより水道事
業の経営は急速に悪化すると見込まれ、経営改善と経営基盤を強化が強く求められている。
　　　　　　　　　※類似団体は、類型区分d7に属する。各指標数値は平成20年度を使用。

　情報公開が求められる現在、その情報の整理がなかなか進まない状況であったが、平成22年６月に
水道課のＨＰを公開したため、お客様情報をはじめ水質検査の状況や財務状況等を整理ができたもの
から順次公開し、透明な経営を推進したい。

　平成19年1月から水道課窓口を包括的に民間委託し職員を削減してきたが、施設の維持管理コストを
削減するためにも、段階的に委託範囲を拡大して行く必要がある。しかし、施設の老朽化や施設数が多
いため、委託コストが高くなる可能性もあることから、慎重な検討が必要である。

　老朽化した配管等の施設を計画的に更新する必要があるが、耐震化等の要請もあり、多額の資金調
達を要するため、早い段階から事業の平準化を図りコストを抑える必要がある。このための財源措置と
して、減価償却費による内部留保資金を財源に工事が施工できるように、経常収支を改善する必要が
ある。

　平成20年4月に平均10.7％の料金改定を実施したが、平成21年度の供給単価169.96円に対し給水原
価168.32円で、料金回収率は101.0％となっているが、今後、有収水量は減少する一方で施設更新に伴
う減価償却費が増加するため、給水原価が供給単価を上回ることが見込まれる。このため、料金水準を
再度検討する必要がある。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

20% （単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 303 295 294 313 316 305 286 332 324 318
(1) 299 289 287 305 307 295 285 331 323 317
(2) (B)
(3) 4 6 7 8 9 10 1 1 1 1
２． 3 7 4 3 3 3 3 3 3 3
(1)

　計画期間：

(2) 3 7 4 3 3 3 3 3 3 3
(C) 306 302 298 316 319 308 289 335 327 321

１． 230 230 247 253 244 267 261 262 294 294
(1) 65 61 61 64 49 37 38 39 40 40

37 34 33 29 21 17 18 18 19 19
11 11 5 5 5 5 5

28 27 28 24 17 15 15 16 16 16
(2) 69 75 79 83 89 95 88 88 94 94

17 16 18 19 17 19 19 19 20 20
17 16 15 16 18 23 23 23 27 27
2 2 2 3 6 3 3 3 4 4

33 41 44 45 48 50 43 43 43 43
(3) 96 94 107 106 106 135 135 135 160 160
２． 69 66 65 64 60 61 56 54 53 57
(1) 69 66 63 61 59 61 56 54 53 57
(2) 2 3 1

(D) 299 296 312 317 304 328 317 316 347 351
(C)-(D) (E) 7 6 -14 -1 15 -20 -28 20 -20 -30

(F)
(G) 0 0

(F)-(G) (H)
7 6 -14 -1 15 -20 -28 20 -20 -30

(I) -14 -15 -20 -48 -28 -48 -78
(J) 322 297 385 330 298 283 256 271 275 263

138 107 81 107 188 81 54 151 79 69
(K) 6 10 74 76 17 12 12 12 12 12

3 7 70 73 15 10 10 10 10 10
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B) (M) 303 295 294 313 316 305 286 332 324 318

- - - - - - - - - -
(N)
(O)
(P) 303 295 294 313 316 305 286 332 324 318

(（N）/（P）×100) - - - - - - - - - -

受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

そ の 他
収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 手 当
そ の 他

経 費

経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

特 別 損 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

6.6 16.7

う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 8.5 14.9 24.7

地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益
地方財政法による資金不足の比率 (（L）/（M）×100)

4.8 4.8

健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額

健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額

健全化法施行令第17条により算定した事業の規模

健全化法第22条により算定した資金不足比率

311 

301 

314 
257 
35 

13 

87 
20 
22 
2 

43 

50 

50 

47 

47 
47 
47 

46 

46 

318 
-4 

2 

-6 

304 309 341 340 

26 -14 -19 5 

-51 26 -14 -19 

-6 -6 20 6 -13 
338 
97 

14 

9 

1.9 

311 

311 

2.0 0.0 0.0 4.2 

305 
298 

7 
4 

4 
309 
254 
37 
17 
7 

13 
84 
20 
24 

37 
133 

56 

402 
78 

23 

18 

305 

305 

180 



20% （単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

311 305 １． 40 47 75 152 289 245 182 176 345 351

２． 50 59 51 65 148 109 133 176 40 33

３．

４． 1 1 1 2 0

５．

６． 61 71 51 65 148 57 31 125 53 44

７．

８． 6

９．

(A) 152 178 177 289 587 411 346 477 438 428

(B) 49

(A)-(B) (C) 152 178 128 289 587 411 346 477 438 428

１． 218 240 170 390 630 289 327 507 468 458

5 3 3 4 9 10 10 10 10 10

２． 76 83 82 85 88 228 153 109 106 112

３．

４．

５． 5

(D) 294 328 252 475 718 517 480 616 574 570

 (D)-(C) (E) 142 150 124 186 131 106 134 139 136 142

１． 135 142 36 37 91 97 124 121 118 124

２． 83 85 18

３． 49

４． 7 8 5 15 22 9 10 18 18 18

(F) 142 150 124 186 131 106 134 139 136 142

(G)

(H) 1,583 1,547 1,540 1,607 1,808 1,825 1,854 1,921 2,160 2,399

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

51 60 51 66 150 109 133 176 40 33
51 60 51 66 150 109 133 176 40 33

51 60 51 66 150 109 133 176 40 33

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当
額

純 計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 現 在 高

企 業 債 現 在 高

（単位：百万円）

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
合　　　　　　　　　　　　計

237 

101 

1 

54 

393 

393 

275 

9 

151 108 113 120 

503 

110 

101 

110 

1,817 

455 

113 

101 

615 

138 

120 

581 

143 

125 

578 

150 

132 

113 138 143 150 

1,846 1,914 2,146 2,377 

102 

102 

102 

180 

131 

342 

342 

304 

12 

131 
131 

131 



（３）経営指標等

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 ) （ 決 算 ） （ 決 算 ）

地方財政法による資金不足の比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％) 100.1 97.7 92.5 96.4 101.0 89.9 89.9 105.0 93.0 90.3

資本費 (円) 84 84 90 92 91 113 114 116 134 140

総収支比率（法適用） (％) 102.3 102.0 95.5 99.7 104.9 93.9 91.2 106.2 94.2 91.4

経常収支比率（法適用） (％) 102.3 102.0 95.5 99.7 104.9 93.9 91.2 106.2 94.2 91.4

営業収支比率（法適用） 　計画期間： 131.7 128.3 119.0 123.7 129.5 114.2 109.6 126.8 110.1 108.1

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 6.6 16.7 8.5 14.9 24.7

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - -

(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

うち基準内繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 33.6 33.7 28.8 22.8 25.6 26.5 38.4 36.9 9.1 7.7

うち基準内繰入金 (％) 33.6 33.7 28.8 22.8 25.6 26.5 38.4 36.9 9.1 7.7

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 地方財政法による資金不足の比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００（病院事業にあっては「営業収支比率」を「医業収支比率」と読み替えること。）

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記入すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入※／汚水処理費※×１００

※　各年度の「使用料収入」及び「汚水処理費」については、「地方公営企業決算状況調査」で報告された（又は報告すべき）数値により算出した、特別会計単位の率を記入すること。当該率は

　「Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果」の「２　年度別目標等」の「(4)　下水道事業」に記入される「使用料回収率」と一致するものであるので、留意すること。　

　３　上記指標のうち「資本費」は、要綱別表２に基づいて算出すること。

　４　上記指標のうち（再掲）と記してあるものは、「（１）収益的収支、資本的収支」において記入したものの再掲の意であり、当該表中から各年度に係る数値を転記すること。

(単位：％)

繰
入
金
比
率

収益的収入分

資本的収入分

94.7 98.4 107.2 94.7 93.2 

110 110 112 131 133 

98.1 85.8 108.5 95.8 94.4 

98.7 101.6 108.5 95.8 94.4 

1.9 2.0 0.0 0.0 4.2 

121.0 

26.0 

26.0 

120.1 

38.3 

38.3 



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　　①　料金設定の考え方、料金収入の見込み

　　　　　現在の料金設定の考え方（設定方法等）や、料金水準に対する考え方（類似団体等との比較）、今後の料金収入の見込みとその根拠（有収水量や利用者数の推移等）等について記入すること。

　　　②　他会計繰入金の見込み

　　　　　他会計からの負担金、補助金、出資等の対象、規模、推移等について、どのように条件設定したのか分かるよう記入すること。

　　　③　大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み

　　　　　大規模な建設改良事業の実施予定の有無、事業費規模や実施時期及びその際の財源等、また、資産の売却時期や額等について、内容がわかるように記入すること。

　　　④　その他収支見通し策定に当たって前提としたもの

　　　　　収支見通し策定に当たって設定した料金設定、他会計繰入金、大規模投資・資産売却以外の前提条件を設定している場合には、その内容を具体的に記入すること。

　　２　病院事業にあっては、「料金設定の考え方」については記入不要であること（「料金収入の見込み」については要記入のこと）。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

平成22年度から平成24年度の３ヵ年事業で、既存の白坂浄水場と揚原浄水場を統合した東区浄水場(取水施設含む)を新たに整備する。浄水
方法は、膜ろ過方式を採用する予定とし、３ヵ年間の総事業費は、1,046百万円で平成25年度に供用開始する予定。なお、資産売却等により収入
が見込めるものについては、速やかに売却して財源確保と資産の有効活用を図りたい。

繰上償還に伴う借換債の発行総額は186百万円（Ｈ22：137百万円、Ｈ23：49百万円）で、借換債は利率2％と仮定して元金均等払いで計算した。
その効果額は、将来10年間の利息負担予定額で34百万円の削減が見込まれる。

水道事業に対する一般会計からの繰入（出資）については、繰出基準以内で実施している。計画期間内についても、基準内の繰入(出資)を維持
する。

当市は、平成20年4月に平均10.7％値上げの料金改定を実施した。少子高齢化に伴う過疎化により、給水人口は今後も減少し、水需要も同様
に減少することが見込まれる（国立社会保障問題研究所公表「日本の市町村別将来推計人口」を参考に算出）。社会経済が低迷するなかでの料
金改定については、市民の理解を得難いと思われるが、水道事業の経営健全化のためにも計画的に実施する必要がある。従って、今回の計画
については、平成24年度に20％の料金改定を実施することを前提としている。なお、この料金改定については、長期的な経営状況を分析したうえ
で経営上必要と見込まれる収益から算出した改定率である。ただし、料金改定については、水道料金審議会での審議事項であり、条例改正によ
る議決事項であるため、将来的に水道料金審議会の答申と、条例改正が議決されることが前提となる。※平成24年4月から平均21.9％の料金値
上げを実施したが、本計画においては、平成24年度以降の実績が確定しだい、数値を修正することとする。

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの



Ⅳ　経営健全化に関する施策

Ⅱの課題番号

②③

②③

②③

②③

　国の制度に準拠している。

○　給与のあり方

◇　給与構造の見直し、地域手
　当等のあり方

◇　技能労務職員に相当する職
　種に従事する職員等の給与の
　あり方

◇　退職時特昇等退職手当のあ
　り方

◇　福利厚生事業のあり方

○　維持管理費等の縮減その他経営
　効率化に向けた取組

具　体　的　内　容

　新串間市行政改革大綱（改訂版）第２期実施計画に基づき民間委託等の推進として、平成19年１月から水道課窓口業務を民間
委託し、それまでの職員９名から職員１名を減員した。串間市の職員定員管理については、串間市職員定員管理計画に基づき、
市長部局と公営企業を含めた串間市全体として平成19年度から平成24年度までに22名を削減する計画となっている。なお、平成
22年度時点での状況では平成24年度の目標を達成できる見込みである。水道事業に関しては、平成20年度及び平成21年度に
経費削減のためそれぞれ職員１名を減員、現在は職員６名体制（技術職含む）となっている。今後、施設管理委託が実施できた
場合には、職員１名の減員が可能であると見込んでいる。

　職員採用、人事、給与の支給等に関しては、市長部局の人事担当課が所管しているところであるが、給与制度については、国
に準拠した支給となっている。なお、特殊勤務手当は過去に廃止しており支給していない。以下、水道事業の給与制度のあり方
については、市長部局の制度に準じているため、市長部局の方針について記載する。

・平成13年度より厳しい財政状況を反映して管理職手当（100分の10）を平成21年度まで100分の８、平成22年度を100分の９で減
額支給している。
・当市のラスパイレス指数は平成21年度で100.8、平成23年度100.7となっているが、その要因は職員分布が変わり、経験年数階
層の変動があったことにより上昇しているが、昇給制度を含め平成24年度までに適正水準(100以内)への改善に取り組む。なお、
俸給表については国に準拠している。
・昇給に伴うわたり制度については、３級及び４級の主事級、５級の係長級が該当するが、平成24年度までに労使交渉を含めわ
たりの廃止に向けて取組む。

項　　　　目

１　経常経費の見直し

○　定員管理

　新串間市行政改革大綱（改訂版）第２期実施計画に基づき民間委託等の推進として、平成19年１月から水道課窓口業務を民間
委託。職員の減員とお客様サービスの向上を図った。今後、水道施設の維持管理業務についても民間委託を拡大するため、平
成2324年度までに水道施設台帳（施設情報）の整理を完了させ、同時期までに費用対効果と委託先の有無を分析し、平成25年
度中に委託の方向性を決定したい。可能であれば平成24年度からの委託を目指す。

　福利厚生事業については、法令等の規定に基づき実施している。今後も同規模自治体の例も参考としながら、適正な水準の事
業運営を維持する。

○これまで下記の内容を取組みを実施した。
・水道管漏水等の突発工事に関して、緊急性の低いものは、土日・夜間工事を避けて平日工事とし、修繕費の削減に努めた。
・区域毎の定期的な漏水調査を実施し、有収率の維持・向上に努めた。
・他工事との同時施工により舗装費の削減に努めた。
・工法比較検討によるコスト縮減。高額工事の発注については、一般競争入札を実施した。
○今後の取り組みとして上記内容を継続とし、加えて下記の事項を実施する。
・耐用年数を基準とした更新計画が基本であるが、管の状況によっては更新の時期を延長する。
・今後（将来）の人口予測なども見込みながら、適正な規模の事業を行なう。
・施設の統合可能なものは統合し、施設数を減らす。
・水道事業と簡易水道事業との会計間負担を分析し、改善すべき内容は改善する。

○　指定管理者制度の活用等民間委
　託の推進やＰＦＩの活用

　該当なし



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

Ⅱの課題番号

①

①

④

④

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策かが明らかとなるよう、Ⅱに付し

　　　た課題番号を「Ⅱの課題番号」欄に記入すること。

　　２　今後行う経営改革の取組の内容について記載すること。なお、平成19年度から平成21年度までの間に公的資金補償金免除繰上償還措置の承認を受けている公営企業については、更な

　　　る経営改革の取組の内容が分かるように記載すること。ただし、新規に計画を策定する公営企業については、計画前５年間に取り組んできた経営改革に関する施策についても記入する

　　　こと。

　　３　本表各項目に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善効果額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標」にその改善効果額を

　　　記入すること。なお、当該改善効果額が計画前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減等）については、当該改善効果額の算出方法も併せて各欄に記入

　　　すること。

　　４　繰越欠損金や不良債務、資金不足額等がない場合等、事業の経営状態が良好な場合又は必ずしも悪いとはいえない状態の場合であっても、事業経営を良好な状態に維持するため又は

　　　更なる経営効率化のために講じることとしている費用削減施策・収入確保施策等があれば、当該施策を記入すること。

　　５　必要に応じて行を追加して記入すること。

　平成22年６月に水道課ＨＰを開設し、お客様情報と水質検査の状況を公開しているが、今後は経営健全化計画をはじめ、決算
状況や経営分析等の財務情報を積極的に公開し、水道事業経営と適正料金水準についてオープンな議論ができるよう透明な経
営を目指す。平成22年度から、決算書、経営分析、計理状況報告を公開している。した。

　効率的な行政運営と説明責任を果たすため、平成14年度から事業評価を全庁的に実施しているが、平成23年度より各事業の
上層にあたる施策評価を実施する予定である。また、平成23年度からの第５次長期総合計画において、新たな目標設定管理制
度を導入し、各種設定した目標指標に対する進捗度を計り、業務執行の可視化を実現する。

○　売却可能資産の処分等による歳入
の確保

　収入を増やす取組みとして、給水区域内の水道未接続者に対して、水道接続の推進を図り、給水収益の増加を図る。
　平成23年度中に水道施設台帳（施設情報）の整理を実施するため、その過程で不用な財産があった場合については、売却又
は処分を行い収入の確保を行う。

・企業債残高については、平成19年度から平成24年度において、大雨時の原水の濁水対策として緊急的な浄水場整備を行い、
平成25年度から平成27年度までは、簡易水道の統合に向けた連絡管等の整備を行う必要があり、いずれもこの建設資金は国庫
補助金と出資金のほか企業債に頼らざるを得ないため、企業債残高が増える傾向にあるが、平成28年度以降からは起債の予定
はなく、償還により残高は減少する見込みである。
・累積欠損金については、水道事業の基本原則として、その経費は水道料金で賄う必要があるため、水道料金審議会で可能な
限り水道料金による回収ができるよう十分説明を行い、20％の平成24年4月から平均21.9％の料金改定を行って水道料金の適
正水準を確保した。したい。４年間隔で定期的に水道料金審議会を開催し、料金の適正化に努める。また同時に累積欠損金の解
消策として、地公企法施行令第24条の3第2項による資本剰余金の取り崩しによる欠損金の処理を検討する。

○　料金水準が著しく低い団体にあ
　っては、コスト等に見合った適正
　な料金水準への引き上げに向けた
　取組

４　その他（企業債残高と累積欠損金の解
消に関する取組み）

　平成21年度の供給単価は169.96円で、類似団体（平均161.29円）より8.67円高い水準となっている。また、給水原価は168.32円
で類似団体（平均164.25円）より4.07円高い状況である。今後は有収水量の減少や減価償却費の増加により、給水原価が上昇す
ることが見込まれている。従って、適正な料金水準を確保することが望まれるため、平成19年度の水道料金審議会で次回の料金
改定の審議は平成24年度を予定することで決定していたが、審議予定を１年前倒しし、平成23年度に水道料金審議会を開催す
る。そして、平成24年度から20％の料金改定を実施したい。ただし、料金改定については、水道料金審議会での審議事項であり、
条例改正による議決事項であるため、将来的に水道料金審議会の答申と、条例改正が議決されることが前提となる。平成23年
度に水道料金審議会を開催し、平成23年12月定例市議会にて平均で21.9％の料金値上げを議決、平成24年4月から新料金を適
用している。

○　経営健全化や財務状況に関する
　情報公開

３　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

項　　　　目 具　体　的　内　容

２　コスト等に見合った適正な料金水準
　への引上げ、売却可能資産の処分等に
　よる歳入の確保



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　　　なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）（以下、「財政健全化法」という。）に規定する「財政健全化計画」、「財政再生計画」又は「経営健全化計画」を定めていることから、地方財政法施行令附則第６条第３項の規定に

　　　より、これらの計画を「公営企業経営健全化計画」とみなす場合には、各計画における施策のうち、それぞれの各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　各項目への記入に当たっては、Ⅳに掲げた施策又は健全化法に基づく計画に掲げた方策をそのまま転記せず、ポイントを簡潔にまとめた形で記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

・工法比較による工事コストの削減により、企業債発行が抑制されるため、企業債利息の減少が見込める。（Ⅳ-1関係）
・繰上償還に伴い将来利息負担額の抑制が見込める。また、借換債の発行により、従来の償還予定額よりも償還期間が短くなることから、さらに将来利息負担額の抑制効果が見込
め、資金繰りへの影響についても、元金の支出増加額より利子の削減額が上回るため、その余剰金を他の財源に充当することが可能となる。
・平成21年度の水道料金の収納率は、99.2％で県内９市の中でも上位に位置付けているため、今後も全部収納を目標として努力する。未収金対策については、収納率が高いため、
大きな改善効果としては表れない。

課　題

１　経常経費の見直し

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

・業務委託の統合を図り、スケールメリットによるコスト削減を図る。
・水道施設の維持管理業務委託を平成24年度までに実施する。（ただし、費用対効果を分析結果による。）
・水道事業と簡易水道事業との会計間負担の在り方について、業務実態に則した負担を図る。
・水道管漏水等の突発工事に関して、緊急性の低いものは、土日・夜間工事を避けて平日工事とし、修繕費の削減に努める。
・区域毎の定期的な漏水調査を実施し、有収率の維持・向上に努める。
・道路改良工事等との同時施工により舗装費の削減に努める。
・工法比較検討によるコスト縮減を図る。また、高額工事の発注については、一般競争入札を実施する。
・耐用年数を基準とした更新計画を基本とするが、管の状況によっては更新の時期を延長する。
・今後（将来）の人口予測なども見込みながら、適正な規模の更新事業を行なう。
・施設の統合可能なものは統合し、施設数を減らす。

・平成24年度に水道料金を20％値上げを行う。ただし、料金審議会における審議と議会の議決が必要である。（Ⅳ-2関係）平成24年4月から平均21.9％の料金値上げを決定済み。
・給水区域内の水道未接続者(自家水利用者等)を調査し、水道接続の促進を図る。（Ⅳ-2関係）
・アウトソーシングの範囲を可能な限り広げ、費用対効果があれば推進する。（Ⅳ-1関係）
・漏水調査による漏水解消により有収率の向上を図り、効率的な経営に努める。（Ⅳ-1関係）
・累積欠損金の解消策として、地公企法施行令第24条の3第2項による資本剰余金の取り崩しによる欠損金の処理を検討する。（Ⅳ-4関係）累積欠損金が生じないように経営努力を
図りたい。
・現在まで水道事業に対して繰出基準内の繰入れ（出資）を行っている。今後も引き続き工事資金については繰出基準内の繰入れ（出資）を行う。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業【新規計画策定団体】
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算）
4.8 4.8 6.6 16.7 8.5 14.9 24.7

1,583 1,547 1,540 1,607 1,808 1,825 1,854 1,921 2,160 2,399

【収入の確保】　計画期間：

10.7% 審議会開催 20%

改善効果額（料金の適正化） 30 30 60 29 28 82 82 80 301

改善効果額

改善効果額（負担金の確保等）

改善効果額（収入増額）

改善効果額

【経費の削減】

改善効果額

改善効果額

改善効果額（適正化）

改善効果額（縮減額）

職員△１名 会計間委託負担金の見直し※①

改善効果額 3 5 1 1 10 2 7 7 7 7 30

　注 　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 70 331

40

　※① 会計間委託負担金の見直しについては、平成２３年度から窓口業務委託料について、水道事業と簡易水道事業の負担割合を見直すため、効果額が上がっている。

②　経営状況
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算）

 給水人口　　　　　（千人） 15 15 15 15 14 14 14 13 13 12

 年間総有収水量　　（千㎥） 1,944 1,891 1,870 1,798 1,803 1,731 1,671 1,621 1,580 1,548

 公称施設能力　　（㎥／日） 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 7,588 7,588 7,588 7,277 7,277

 １日最大配水量　（㎥／日） 7,457 8,030 7,945 7,702 7,715 7,406 7,147 6,932 6,717 6,502

 最大稼働率　　　　（％） 71.7 77.2 76.4 74.1 74.2 97.6 94.2 91.4 92.3 89.4

 供給単価　　　　（円／㎥） 154 153 153 170 170 170 171 204 204 205

 給水原価　　　　（円／㎥） 154 157 166 176 168 189 190 195 220 227

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記入すること。

工事コスト

維持管理費等

その他（窓口業務委託）

その他（　　　　　　）

未収金の徴収対策

改善効果額　合計　Ａ

課題

一般会計負担金の額

計画合計目標又は実績

＜参考＞補償金免除額（旧資金運用部資金）

累積欠損金比率
企業債現在高

計画前５年度
実績

給与水準

平成25年度に高松、秋山、本城簡易水道を統合予定。平成28年度に残り全ての簡易水道を統合予定。
なお、統合した場合については、水道事業経営に与える影響は大きいため、統合した簡易水道の運営資金の不足相当額は、引続き一般会計繰出金で賄う予定。

　職員給与費（退職手当以外）

改善効果額

料金改定率

その他（　　　　　）

計画前５年間改善効果額　合計

職員給与費の適正化

資産の有効活用

30 302 

332 

1,775 

7,734 

101.9 

179 183 191 216 220 

1.9 2.0 0.0 0.0 4.2 

1,817 1,846 1,914 2,146 2,377 

1,659 

7,351 

96.9 

180 


